
【学童保育利用申請用】

　・就労証明書裏面の記載要領を参照の上、記入してください。

　・訂正は二重線を引き、訂正印(証明印として使用されている印鑑)を押印の上、書き直してください。

　・修正液等は使用しないでください。

　・就労証明書の有効期間は証明日から２ヶ月間です。有効期間を過ぎた証明書は受付できません。

記入例

・雇用期間が無期の方は「無期」にチェックし、雇用開始

日のみ記入してください。

・有期の方は、契約期間更新の有無をNo.14欄へ記入し
てください。

(固定就労の場合)または(変則就労の場合)のいずれ
かを必ず記入してください。

・合計時間(月間・週間)は休憩時間を含めて記入してく
ださい。

・（うち休憩時間 分）は、月間（週間）の合計の休憩時

間を記入してください。

※合計時間、就労日数、就労時間帯の全てを記入し

てください。

No.1～No.7は必須項目です。記入漏れが無いようお願いします。

直近3ヶ月の就労実績を記入してください。
※就労日数、就労時間ともに休憩時間・残業時間・有

給休暇も含めて全て記入してください。

・新規採用（内定）の場合で実績がない場合、就労開始

後3ヶ月分の見込みを記入してください。
・育児休業等により直近3ヶ月の実績がない場合は、育
児休業取得前の就労実績を記入してください。

育児休業を取得しており、復職される予定の方は

No.9とNo.11を必ず記入してください。

問い合わせ先

海南市 子育て推進課 保育班

TEL 073-483-8582

No.19は保護者の方に記入していただくため、記入
不要です。

海南市の学童保育を利用する場合、内職は自宅に保

護者がおり、決められた就労時間がないことから、学童

保育の利用希望の理由には該当しません。（保育所・子

ども園の利用希望の理由には該当します。）

就労証明書には、法人、国や地方公共団体（以下、法人等）の場合は、社印、代表者印

または、公印を押印してください。ただし、法人等の代表者以外（支店長等）が証明書の

発行権限を持っている場合は、法人等の取扱いに基づき、証明権者の角印・公印を押

印してください。個人事業主は、事業で使用している印鑑を押印してください。

代表取締役 海南 一郎


